
令和 7 年 3 月 27 日 

保護者の皆様 

吉川つばさ保育園長 

 

健康保険証廃止に伴う対応について 

 

日頃より当園の保育にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

従来の健康保険証については、令和６年 12 月２日以降、新たに発行されなくなり、マイ

ナ保険証（健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード）を基本とする仕組みに移

行しています。それに伴い今まで健康保険証の写しをご提出していただき、園生活中に病

院受診を要する場合は活用させていただいておりましたが、令和７年度より園への健康保

険証の写しのご提出を廃止させていただくこととなりました。つきましては以下の通り対

応させていただきますのでご確認くださいますようお願いいたします。 

 

【今後の対応について】 

① 提出物 

・マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルの印刷物 

・資格情報のお知らせの写し 

※上記のいずれかのご提出をお願いします。 

※マイナポータルやマイナ保険証の登録や移行につきましては各ご家庭によって状況が

様々なことが予想されますので、上記の写しをご提出いただくことは必須とはいたしませ

んが、対応には後述の通り違いが出てまいりますのでご留意の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

② 保育園が直接医療機関に受診をした際の対応について 

・マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルの印刷物や資格情報のお

知らせの写しをご提出いただいた場合 

→必要な自己負担分のみ、後日、払い戻しをお願いさせていただきます。 

 

・マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルの印刷物や資格情報のお

知らせの写しのご提出がなかった場合 

→全額を園が支払いし、後日、同額の払い戻しをお願いさせていただきます。 

 

マイナポータル、資格情報のお知らせ及び資格確認書の概要につきましては、「「健康保

険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等に おける児童生徒本人の

被保険者資格の確認方法について」の一部改正について（周知）」（令和７年２月 12 日付け



厚生労働省保険局医療課、厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡）の別紙を添付

いたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。 

尚、子ども医療費受給資格証の写しにつきましては、マイナポータルに表示される被保

険者資格情報の PDF ファイルの印刷物か資格情報のお知らせの写しとともにご提出いただ

きますようよろしくお願いいたします。既に子ども医療費受給資格証の写しをご提出いた

だいている方につきましては変更がある場合にのみご提出をお願いいたします。 

急な取り扱いの変更となり保護者の皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 



 

別紙 

 

➢ マイナポータル、資格情報のお知らせについて 

○ マイナンバーカードを用いてマイナポータルにログインすることで、当該

マイナンバーカードの所有者の保険資格情報を確認することができ、マイナ

ポータル上で「端末に保存」を押すことで PDFにてダウンロードすることが

可能です。 

○ また、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をされている方に対し

ては、各保険者より「資格情報のお知らせ」を送付します。なお、｢資格情

報のお知らせ｣については、被保険者（児童・生徒を扶養する者）の転職等

により、保険者異動があるごとに各保険者が交付します。 

 

➢ 資格確認書について 

○ 資格確認書は、原則、被保険者本人の申請に基づき各保険者が交付します。

ただし、当面の間、マイナ保険証を保有しない方等に対しては、申請によら

ず各保険者が交付します。資格確認書の有効期限は５年以内で、各保険者が

定めることとしており、当該有効期限は資格確認書中に明記されます。 

 

  



 

（参考①）マイナポータル画面 

 
 （※）赤枠内の「端末に保存」を押し、ダウンロードできる PDF画面が次ページ 



 

（参考②）マイナポータルからダウンロードできる PDF画面 

 

  



 

（参考③）資格情報のお知らせ 

 
  



 

（参考④）資格確認書（A4用紙 ver.） 

 

 



 

（参考⑤）資格確認書（カード ver.） 

  



 

（参考⑥）資格確認書（ハガキ ver.） 

  


